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夏期の電力需給対策に係る特定建築物の維持管理について

別紙 電力需給対策に関する制度見直しについて（抜粋）
平成２３年５月１３日 電力需給緊急対策本部

１３．オフィスビル等の室内温度についての対応

今次の節電対策として、各企業がオフィスビル等の室温設定を見直す場合にあって
は、まず、室温を２８℃とすることについて、改めて強く推奨し、各需要家の取組の徹
底を図る とを基本とする底を図ることを基本とする。

なお、需要家の自主的な行動として室温を２９℃に引き上げることも考えられるところ
であり、その場合には、熱中症の発症の危険性や心身への負荷が高まらないよう十
分な工夫を行い、適切な換気や扇風機の使用等により風通しを良くするなど室内環
境への配慮の徹底、作業強度の適切な管理などが行われるよう、需要家に十分に
周知を図る。

１５．オフィスビル等の換気についての対応
オフィスビル等の換気については、建築物衛生法及び労働安全衛生法上の室内CO2

濃度基準を周知することで、過度な換気による過大な電力消費及び冷房効率低下
の抑制を促す。

所管する法令に関して通知を発出。

厚生労働省の対応

夏期の電力需給対策に係る特定建築物の維持管理について

電力需給緊急対策本部において取りまとめられた夏期の電力需給対策を踏まえ、建築
物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定建築物の維持管理（室内温
度及び換気）の取扱いについて各都道府県等へ通知（健康局生活衛生課）

夏期の電力需給対策を受けた事務所の室内温度等の取扱いについて

電力需給緊急対策本部において取りまとめられた夏期の電力需給対策を受けた事務
所の室内温度、照度及び換気の取扱いについて、労働局に通知するとともに、関係団
体へ内容の周知を要請（労働基準局安全衛生部労働衛生課）
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律の
空気環境に関する規制概要

興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館の用に
供される部分の面積が、3,000㎡以上である建築物（「特定建築物」と定義）。
※学校教育法第1条に規定する学校の場合には8,000㎡以上

【建築物衛生法の規制対象】

【建築物衛生法の空気環境の維持管理に係る規制内容】

特定建築物の所有者、占有者等は、

○特定建築物に、空気調和設備（浄化、温度、湿度、流量の調節機能を備えた設備）を設けている
場合

居室において、下表の基準におおむね適合するように、維持管理しなければならない。

○特定建築物に、機械換気設備（浄化及び流量の調節機能を備えた設備）を設けている場合
居室において 下表の基準のうち 温度及び湿度を除く項目について おおむね適合するよう居室において、下表の基準のうち、温度及び湿度を除く項目について、おおむね適合するよう

に、維持管理しなければならない。

項目 管理基準

浮遊粉じん 0.15mg/m3以下

一酸化炭素 10ppm以下（大気中の濃度が10ppmを超える場合は20ppm酸化炭素 10ppm以下（大気中の濃度が10ppmを超える場合は20ppm

以下）

二酸化炭素 1,000ppm以下

温度 (1) 17℃以上28℃以下
(2) 居室の温度を外気より低くする場合は、その差を著しくし

ないことないこと

相対湿度 40%以上70%以下

気流 0.5m/s以下

ホルムアルデヒド 0.1mg/m3以下

※建築物衛生法では、立入検査が行われ、維持管理基準に不適合で、人の健康をそこなう恐れのあ
る事態その他環境衛生上著しく不適当な事態がある場合に、改善命令が出される。立入検査を拒ん
だり改善命令に従わない場合に、罰則が科される。




